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農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する 
北海道基本計画（素案）についての意見募集結果 

       

令和４年(2022年)11 月 30日 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

北海道の農林漁業分野の温室効果ガス排出

割合が全国に比べ 2.5 倍である理由は、食料

自給率 200％を超え、農業の割合が府県とは異

なるため。それを根拠の一部とすることはお

かしい。 

（小清水町） 

 北海道の農林水産分野の温室効果ガス排出

割合が全国と比べて高い理由は、ご指摘のと

おり農業が基幹産業であり、家畜の飼養頭数

も都府県と比べて多いためです。温室効果ガ

ス排出削減に取り組む理由は北海道の割合が

都府県より高いためではなく、第２章１のと

おり農林漁業の持続的な発展と食料の安定供

給、食料安全保障の確立に寄与するためです。 

 Ｂ 

第３章の１「環境負荷の低減に関する目標」

について、北海道は全国に先駆けてクリーン

農業を実践しており、生産者自身が努力し環

境負荷低減に取り組んでいることから、国が

定めた全国一律の目標に準拠するのではな

く、既に取り組んでいるクリーン農業を踏ま

えた北海道独自の目標設定をすべき。 

（小清水町） 

クリーン農業を踏まえた北海道独自の目標

として「YES!clean農産物作付面積」を設定し

ています。 

 なお、本計画で設定する「化学農薬使用量」

及び「化学肥料使用量」削減の目標は、国と

は異なる道独自の方法で算定し、これまで北

海道が全国に先駆けて推進してきたクリーン

農業の取組の効果を活用したものであること

から、注２の前段に「化学農薬使用量及び化

学肥料使用量の基準値は、「北海道農業・農

村の動向」（令和３年度（2021 年度））」を

出典として追記します。 

 Ａ 



 てん菜は重要な輪作作物であり、堆肥・緑

肥の投入や茎葉残渣のすき込みによる化学肥

料の使用量削減や土壌への炭素貯留に大きな

貢献を果たしていることへの認識・理解が不

足していることから、第３章の３「特定区域

及び特定環境負荷低減事業活動の内容に関す

る事項」に記載して、総合的かつ抜本的な対

策を示して各地域に取り組むよう働き掛けが

必要。 

 てん菜はデントコーンと同等以上の生産効

率及び飼料価値を有し、海外文献では「牛消

化管発酵由来のメタン発生抑制効果」が期待

できることから、てん菜を国産飼料への転用

を推進すべき。 

 そのため、生産農家及び製糖工場に従来の

製糖用原料と同等のコスト支援を国が確約す

る必要があり、一方では他作物より高コスト

な化学肥料・化学合成農薬投入量の大幅削減

を義務付けて「持続的な農業生産方式への一

大転換」を図るなど、全道を挙げて国に協力

を要請すべき取組内容と考える。 

（士幌町） 

道では、今年度からメタン排出量削減効果

のある飼料や道産未利用資源の活用について

調査しており、てん菜の葉の部分（ビートト

ップ）について調査・分析を進めているとこ

ろです。 

 また、特定区域の設定及び対象となる取組

について、今後、現場の実態を踏まえつつ、

市町村と連携して、モデル的な取組の創出に

向けた特定区域の設定を推進するとともに、

関係機関と連携しながら、化学肥料等の投入

量削減など本計画の実現に向けた取組を推進

してまいります。 

 

 

 

 Ｃ 

  ※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 案に取り入れなかったもの 

Ｅ 案の内容についての質問等 
 
   

 
問い合わせ先 

農政部農政課政策調整係 

 電話０１１－２０４－５３７６ 

（内線２７－１１４） 

 


